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(57)【要約】
　閉止装置が、容器のねじ込み式連結部に回してはめ込
むことができる閉止キャップ（１）を備え、前記閉止キ
ャップが、下方を向くシール（１５）が封止される底部
で開いた充填可能なカプセル（２）を形成する。カプセ
ル（２）を形成する閉止キャップの部品の上側が変形可
能なように設計され、軸方向下方に押しつけられること
ができる。圧迫要素（３８）が、底部で閉止キャップ（
１）のこのカバー上に成形される。カバーを下方に押し
つけることにより、カプセル（２）の下向きのシール（
１５）が圧迫要素（３８）により破断され開く。特殊な
特徴として、シール（１５）は、少なくとも０．５ｍｍ
の厚さを有するキャリア材料（３０）を備える積層物か
ら作られる。その後、酸素、ＵＶおよび水分のバリアと
してのバリアフィルム（３１）が、たとえばアルミニウ
ムまたはＥＶＯＨフィルムが、前記キャリア材料上でカ
プセル（２）に関して外部に噴霧または積層され、塗料
またはＰＥ積層の形をとる封止層（３２）がこのバリア
フィルム（３１）上に噴霧または積層され、前記封止層
が、シール（１５）の外縁で、バリアフィルム（３１）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置であって、
　容器のねじ込み式連結部に回してはめ込むことができる閉止キャップ（１）を備え、前
記閉止キャップが、底部で開いている、または別個の充填可能なカプセル（２）が挿入さ
れることができる充填可能なカプセル（２）を、下方を向く前記カプセル（２）のシール
（１５）を有して形成され、
　前記閉止キャップ（１）の下面上に、軸方向下方に突出する圧迫要素（３８）が前記カ
プセル（２）の前記シール（１５）を押しつけるために形成されるという点で、前記カプ
セル（２）の上側（１３）が変形可能なように設計され、軸方向下方に押しつけられるこ
とができ、その結果、下方を向く前記カプセル（２）の前記シール（１５）が、軸方向下
方に押しつけられる動作により破断される、または破裂して開くことができ、
　前記閉止キャップ（１）内の前記圧迫要素（３８）が前記閉止キャップ（１）の回転軸
に垂直なＶ字形横断面を有し、その結果、２つの壁（４２）が、それらの長さに沿って前
記カプセル（２）の前記底部と一体化して接続される脚部として形成されること、および
Ｖ字形横断面を有するこの圧迫要素（３８）の下向きの固定されていない縁部（４３）が
、前記両方の壁が交わる地点（３９）まで立ち上がり、その結果、前記圧迫要素（３８）
を下に押しつけることで、下にあるフィルムが最初に前記地点（３９）により穴を開けら
れる、または破断して開き、次いで、前記壁（４２）の前記縁部（４３）により折りたた
まれることができることを特徴とする内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有
する充填可能な閉止装置。
【請求項２】
　前記押しボタン（４）の前記壁が、圧迫面（６）を押すことにより前記押しボタン（４
）がつぶれるのを支援する、または容易にするために、内側または外側に弯曲した少なく
とも１つの外周の溝（４４）を有することを特徴とする、請求項１に記載の内容物排出工
程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項３】
　前記押しボタン（４）の前記壁が、複数の溝（４４）を通る径方向の曲がりくねった線
を形成する、または前記壁が蛇腹の形をとることを特徴とする、請求項２に記載の内容物
排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項４】
　前記シール（１５）が、前記カプセル（２）の外部に隣接する、酸素、水蒸気、および
ＵＶ放射のバリアとしてバリアフィルム（３１）を有する、少なくとも０．２ｍｍの厚さ
のキャリア材料（３０）を備える積層物から作られ、このバリアフィルム（３１）上で、
塗料またはＰＥ積層により形成された封止層（３２）が噴霧または積層され、前記封止層
（３２）が前記シール（１５）をその外縁で前記バリアフィルム（３１）の縁部および前
記キャリア材料（３０）の縁部の周りで圧着し、前記封止層（３２）上で、前記カプセル
（２）に関して前記キャリア材料（３０）の内側に、前記封止層（３２）が、カプセル縁
部に封止されることができる外周の縁部を形成すること、および前記キャリア材料（３０
）が、前記キャリア材料（３０）をほぼ端から端まで切るが、前記隣接するフィルム（３
１、３２）を無傷のままにしておく切り口（２６、２７、４５）の形をとる事前切込み（
２７）を有することを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の内容物排出工程
をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項５】
　前記閉止キャップ（１）内の前記圧迫要素（３８）が前記閉止キャップ（１）の前記回
転軸に垂直なＶ字形横断面を有し、その結果、前記２つの壁（４２）がそれらの長さに沿
って前記カプセル（２）の前記底部と一体化して接続される脚部として形成されること、
およびＶ字形横断面を有するこの圧迫要素（３８）の前記下向きの固定されていない脚部
（４３）が、前記両方の壁が交わる地点（３９）まで立ち上がり、その結果、前記圧迫要
素（３８）を下に押しつけることにより、前記下にあるフィルムが、最初、前記地点（３
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９）により穴を開けられる、または破断して開き、次いで、前記壁（４２）の前記縁部（
４３）により折りたたまれることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の内
容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項６】
　前記押しボタン（４）の前記壁が、前記圧迫面（６）を押すことにより前記押しボタン
（４）がつぶれるのを支援する、または容易にするために、内側または外側に弯曲した少
なくとも１つの外周の溝（４４）を有することを特徴とする、請求項４に記載の内容物排
出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項７】
　前記押しボタン（４）の前記壁が、複数の溝（４４）を通る径方向の曲がりくねった線
を形成する、または前記壁が蛇腹の形をとることを特徴とする、請求項４に記載の内容物
排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項８】
　前記閉止キャップ（１）が、前記閉止キャップ（１）の蓋の下面上に円筒形の壁（３６
）を形成し、かつひっくり返された位置にある前記充填されたカプセル（２）が前記円筒
形の壁（３６）の下方縁部（３７）上で封止されることができる前記シール（１５）によ
り閉止されることができるという点で、前記カプセル（２）が前記閉止キャップ（１）自
体により形成されることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の内容物排出
工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項９】
　前記閉止キャップ（１）の前記蓋の外側に、アルミニウムまたはＥＶＯＨフィルム（３
３）が前記蓋の縁部エリア（３５）に沿って接着され、その結果、このフィルム（３３）
が、前記圧迫要素（３８）の前記圧迫面に載り、不正開封防止保証を同時に形成するとい
う点で、前記カプセル（２）が、前記閉止キャップ（１）の前記蓋により形成された前記
カプセル（２）の側面で、酸素、水蒸気、およびＵＶ放射が入り込まないように保護され
ることを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガする
ための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項１０】
　前記閉止キャップ（１）の前記蓋の前記下面上の前記圧迫要素（３８）が前記カプセル
（２）の前記上側にぴったり合い、かつ前記シール（１５）上の選択された圧点の方向を
向くように、前記カプセル（２）が、前記閉止キャップ（１）の中に下から挿入されるこ
とができ、かつ前記ひっくり返された位置にある前記カプセル（２）の上側を変形させる
、別個に製造され充填されたカプセル（２）であることを特徴とする、請求項４に記載の
内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項１１】
　前記シール（１５）が、厚紙製ディスク、プラスチック製ディスク、または木製単板デ
ィスクの形をとるキャリア材料（３０）から構成される積層物から作られ、前記ディスク
が前記バリアフィルム（３１）上に接着されること、および前記バリアフィルム（３１）
上に、封止塗料またはＰＥ積層（３２）が噴霧または積層され、この封止塗料または前記
ＰＥ積層（３２）が前記シール（１５）の前記外縁を圧着し、前記シール（１５）の前記
縁部領域（４０）上の上側に載り、それにより、前記カプセル（２）で封止されることが
できることを特徴とする、請求項４～１０のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリ
ガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項１２】
　前記シールの前記キャリア材料（３０）が正方形、およびこの正方形の内側の対角線（
４５）を形成する事前切込みを形成し、その結果、前記正方形の辺に沿って離れて回転さ
せられることができる４つの三角形が形成されることを特徴とする、請求項４～１１のい
ずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉
止装置。
【請求項１３】
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　前記シール（１５）の前記キャリア材料（３０）が、馬蹄形切り口（２７）、ならびに
前記馬蹄形切り口（２７）の両端を接続する直線の切り口（２６）から構成される事前切
込みを有し、この切り口（２６）に沿った前記材料が、前記外に断裂した馬蹄形タブから
離れて回転する場合、ヒンジの役割を果たすように構成されることを特徴とする、請求項
４～１０のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する
充填可能な閉止装置。
【請求項１４】
　前記シール（１５）の前記キャリア材料（３０）が、前記シール（１５）の前記縁部に
沿ったほぼ完全な円形の切り口（３４）から構成される事前切込み（２６、２７、４５）
を有し、この切り口（３４）が前記円の両側でそれぞれの直線の割線切り口（２６）を形
成し、前記封止フィルム（１５）の中央で前記両方の直線の割線切り口（２６）に関して
平行な方向に、前記直径に沿った線に沿って伸びる曲がりくねった線（２７）が切って作
られ、その結果、前記曲がりくねった線（２７）の前記両側の両方の半分が前記割線切り
口（２６）を中心にして離れて回転させられることができることを特徴とする、請求項４
～１０のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充
填可能な閉止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、押しボタンによってトリガされることができ、その結果、それによって閉止
装置の内側に配置され別個に充填されたカプセルが開けられ、閉止装置を備える容器の中
に内容物を排出される、または閉止装置自体がそのときに開けられるそのようなカプセル
を形成する充填可能な閉止装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、多くの飲料が濃縮液を水と混合することによりすでに作り出されている。できあ
がった混合液を販売する代わりに、ボトル充填機が現場で水だけを充填し、消費者が初め
てボトルを開け、このとき、濃縮液を水と混合することによりボトルの中で濃縮液が水に
加えられる場合、この混合は、はるかに効率的である。すべての実用的な活性物質および
光に敏感なビタミンの追加が、そのような閉止装置により提供されてもよい。
【０００３】
　別個の液体を計量して追加するための公知の解決策が、国際公開第２０１２／１７５３
１７（Ａ１）パンフレットで開示されているように、プラスチック製注入閉止具、および
容器用の対応する容器の首部分から構成される。この解決策により、別個に充填されたカ
プセルと共に動作するトリガ用押しボタンを有する充填可能な閉止装置が提供される。閉
止装置は、容器のねじ込み式連結部上に回して締めることができる閉止キャップから構成
され、閉止キャップ内には、閉じた状態にあるこの別個に充填されたカプセルをカプセル
のシールフィルムが下方を向いた状態で下から挿入することができる。挿入されたカプセ
ルの上側は変形可能であり、軸方向下方に押しつけられることができ、その結果、カプセ
ルの下方を向いた封止フィルムが破断される、または破裂させられることができる。特許
文献１によれば、このことは軸方向下方に突出する輪郭により達成され、前記輪郭は、前
記輪郭の横断面にぴったり合う挿入されたカプセルの変形可能な上側の凹所の中にぴった
り合う閉止キャップの下面上に形成される。この輪郭を下方に凹所の中に押しつけること
により、輪郭の外側の下側にある隅がカプセルの封止フィルム上に押しつけられる。封止
フィルムは弱化線を備え、その結果、これらの隅が、弱化線により形成された円形セグメ
ントの二等分線に強い衝撃を与え、弱化線を破裂させた後、これらのセグメントは輪郭の
隅により下方向へ旋回させられることができ、次いで、下向きに傾いた位置に保持される
。実際には、この解決策は基本的に作動するが、例外がないわけではない、すなわち、１
００％作動するわけではないことになる。したがって、この解決策は、何十万個もの閉止
装置を販売しなければならず、これらの閉止装置の各々が完璧に動作しなければならない
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実用的な実装に十分適しているわけではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１２／１７５３１７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、トリガすることにより閉止装置の内側に配置され別個に
充填されたカプセルの内容物を容器の中に排出することにより、または押しボタンをトリ
ガすることにより内容物を排出されたそのようなカプセルを閉止装置自体が形成するとい
う事実により、押しボタンを動作させることにより同様の閉止装置を備えた容器の中に充
填液が落ちる充填可能な閉止装置を提供することである。この充填可能な閉止装置はより
製造しやすく、かつより取り付けやすくなければならず、最小限の構成要素から構成され
なければならず、単一の操作により、すなわち、単一の動作により動作しなければならず
、その結果、この閉止装置の充填液が、そのような閉止装置を備える容器の中に絶対的な
確実性および信頼性で内容物を排出されることができる。閉止装置は、詳細には、シール
が破裂して開いたら弾性力のために中途半端になることがないことを保証しなければなら
ない。さらに、特定の実施形態では、閉止装置内のカプセルの充填液が、環境に起因する
酸素、ＵＶ放射、および水蒸気が入り込まないように保護されなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、容器のねじ込み式連結部に回してはめ込むことができる閉止キャップを備
える、内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置により
達成され、前記閉止キャップは、下方を向くカプセルのシールを有する、底部で開いた、
または別個の充填可能なカプセルが挿入されることができる充填可能なカプセルを形成し
、カプセルの上側が変形可能であるように設計され、軸方向下方に押しつけられることが
でき、その結果、閉止キャップの下面上に、軸方向下方に突出する輪郭が、カプセルの封
止を押しつけるために形成されるという点で、下方を向くカプセルのシールが、軸方向下
方に押しつけられる動作により破断される、または破裂して開くことができ、充填可能な
閉止装置は、閉止キャップ内の圧迫要素が閉止キャップの回転軸に垂直なＶ字形横断面を
有し、その結果、２つの壁がそれらの長さに沿ってカプセルの底部と一体化して接続され
る脚部として形成されること、およびＶ字形横断面を有するこの圧迫要素の下向きの固定
されていない縁部が、両方の壁が交わる地点まで立ち上がり、その結果、圧迫要素を下に
押しつけることにより、下にあるフィルムが最初にその地点により穴を開けられる、また
は破断して開き、次いで、壁の縁部により離れて折りたたまれることができることを特徴
とする。
【０００７】
　このようにして、制御された手法で破裂が最初に行われ、破裂して開いたシールが開い
た状態で確実に保持される。カプセルは、押しボタンを下に押しつけることにより自身の
体積が減少したために内容物が排出され、さらに、シールの下向きのセグメントが下方に
信頼性をもって回転させられ、したがって、カプセルは開いた状態で保持され、その結果
、カプセルの内容物が閉止装置を備える容器の中に信頼性をもって、かつ完全に流出する
ことができる。さらに、シールの積層構造のために、酸素、水蒸気、またはＵＶ放射が入
り込まない密閉性が保証される。
【０００８】
　図面では、トリガ用押しボタンを有するこの充填可能な閉止装置のさまざまな変形形態
が、異なる図面に示されている。これらの図面に基づき、閉止装置およびその機能につい
て詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】カプセル内容物排出を直接起動する第１の変形形態を断面斜視図で示す。
【図２】対応する別個に充填されたカプセルおよび別個に引き延ばされたシールを有する
閉止装置を示す。
【図３】閉止装置を断面斜視図で示し、その他に、カプセルを固定するために下から挿入
されることができるカプセルの、圧着することができる縁部を詳細な解決策Ａとして、お
よび一代替形態として、カプセルを保持するためのあご部を詳細な解決策Ｂとして示す。
【図４】押しボタンを押し下げた後の前記閉止装置を、破裂シールおよび内容物を排出さ
れたカプセルと共に示す。
【図５】閉止装置上での不正開封防止保証の第１の解決策を示す。
【図６】カプセルの外側に同時に存在する酸素、ＵＶ、および水蒸気のバリアを有する、
不正開封防止保証の第２の解決策を示す。
【図７】ひっくり返された位置でカプセルが別個に充填されることができる閉止キャップ
自体により提供される下方に開いたカプセルを有する閉止装置、ならびに対応するシール
の第２の変形形態を示す。
【図８】キャリア材料からなる馬蹄形の事前切込みを有するシールを示す。
【図９】正方形の内側で対角線上に位置決めされた１つまたは複数の正方形に並んだ事前
切込みを有するシールを示す。
【図１０】２本の直線のヒンジ線、波形の破断線、および２本の半円形の破断線を有する
シールを示す。
【図１１】図８の線Ａ－Ａに沿った断面図で図８のシールを示す。
【図１２】馬蹄形タブを押しつけて破断した後の図１１のシールを示す。
【図１３】シールの破断可能部分を破断して開き、旋回させた後に押しボタンが下に押し
つけられた閉止装置を下からの斜視図で示す。
【図１４】閉止キャップを下からの斜視図で示し、閉止キャップにある地点で下方に終結
するＶ字形横断面を圧迫要素が有する。
【図１５】図１４の閉止キャップを直径に沿った断面図で示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、ただ１回直接始動させるだけで、別個に充填され挿入されたカプセル２の内容
物排出を可能にするこの閉止装置の第１の変形形態を示す。閉止装置は、内側のねじ山７
を有する閉止キャップ１を形成し、その結果、容器のねじ込み式連結部に回して締めるこ
とができる。閉止キャップ１はその下方縁部に、薄くなった部分５によって閉止キャップ
１に結合された外周バンド３を備える。このバンド３は、不正開封防止保証を提供し、薄
くなった部分５が破断してから、閉止キャップ１を回して開けるとき、すなわち、ボトル
を初めて開けたとき、ボトル連結部上に残る。閉止キャップ１は、その上側に凹所８を、
すなわち、蓋表面内にくぼみを有する。この例のこの蓋表面は軸方向に変形可能であり、
かつ平坦な地点が円形の圧迫面６を形成する切妻形状の押しボタン４として提供される。
圧迫面６は、その下面上にボス９の形で圧迫要素として形成され、押しボタン４の壁が比
較的薄く、その結果、押しボタン４は、圧迫面６を軸方向に押しつけることにより、上か
ら見たときの凸状の形状により下側に押しつけられることができ、押しボタンの壁を変形
させる。このように、外側から見たときに凹状に見える形状で押しボタン４を下側に押し
つけることができる。押しボタン４の下面上で、押しボタン４はその外縁に、下方に突出
する外周の肩部分１０を形成する。この肩部分１０上で、円形カプセル２が下から加えら
れることができ、その外縁にぴったり合ってこの肩部分に載り、フランジング１４により
この肩部分上に保持される。さらに、このカプセル２は、上側および下側の平坦面を有す
る突出部１２によって外縁で終端するドーム形の上部から構成される。カプセル２の上部
の中央に、押しボタン４上のボス９が挿入される凹所１１が形成される。充填するために
、依然として別個の部分を形成するカプセル２のこのドーム形の上部は、ひっくり返され
た構成になり、その結果、カップを形成する。このカップは充填され、次いで、カプセル
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２は、カプセルの縁部でぴったり合う積層物からなる円形のディスク状シール１５により
封止または溶接される。次いで、カプセル２は密封するように閉じられ、このようにして
、無菌の充填および封止を確実にする。カプセル２が酸素および光に対して封止されるよ
うに、カプセル２のドーム形の上部がアルミニウム箔を含み、同じく、シール１５がその
ような箔を含む。このようにして、最も感度のよい光感受性物質の充填を行うことが可能
である。
【００１１】
　図２は閉止装置を、使用する前のカプセル２のドーム状の上部１３を有する、対応する
個々に充填されたカプセル２と共に示す。カプセル２は、最初にその凸状の上側１３を下
から閉止装置１の中に挿入される。カプセル２は平坦な下面を有し、別個に引き延ばされ
たシール１５により閉じられる。このシール１５は、異なる機能を、すなわち：
　１．カプセル縁部を封止または溶接することによりカプセル２の密閉した閉止ができる
ようにすること、
　２．酸素に対する密閉性を確保すること、
　３．水蒸気に対する密閉性を確保すること、
　４．カプセル内容物のＵＶ遮蔽を確実にすること、
　５．押しボタンの作動による破断を確実にすること、
　６．破断で開いた後に、開いた位置を確保すること
を提供しなければならないために、詳細には積層物から作られる。
【００１２】
　この目的を達成するために、前記シール１５は、少なくとも０．２ｍｍの厚さのキャリ
ア材料３０を用いた積層物から構成される。前記キャリア材料３０として、たとえば、円
形の厚紙製ディスクが適している場合もある。また、プラスチック製ディスク、木版ディ
スク、または圧縮された有機材料から作られた円形ディスクが適している場合もある。た
とえば、カプセル２に関して外側の方向に、アルミニウムまたはＥＶＯＨフィルムから作
られた、キャリア材料３０の上に接着されたバリアフィルム３１が次にある。これらの材
料は、酸素、ＵＶ、および水蒸気に対するバリアの役割を果たす。酸素、水蒸気、および
ＵＶ放射に対するバリア機能を有するならば、他の材料を同じく使用してもよい。アルミ
ニウムまたはＥＶＯＨフィルムから構成されるこのバリアフィルム３１上に、塗料または
ＰＥ積層物からなる封止層３２が噴霧または積層される。この噴霧された塗料または堆積
物の層３２は、シール１５の外縁の周囲に引き延ばされ、その結果、バリアフィルム３１
の、たとえばアルミニウムまたはＥＶＯＨフィルムの外縁、およびキャリア材料３０の縁
部を最初に圧着させ、カプセルに関してキャリア材料３０の内側に、カプセルに載る円形
の縁部３４を形成し、それにより、シール１５をカプセルの縁部で封止することができる
。この場合、シール全体の厚さは約０．３ｍｍに等しい。しかしながら、詳細には、容器
の連結部の直径、およびそのために閉止カプセルの直径がより大きく、かつより大きなカ
プセル直径をもたらすとき、より厚いシールが同じく使用されてもよいことは明らかであ
る。キャリア材料３０は、カッティングプロッタにより形成されてもよい特殊な事前切込
みを備える。カッティングプロッタは、非常に鋭利なナイフを使用して、非常に正確で薄
い切り口を実現させることができる。図示する例では、正方形が切って作られており、切
り口がキャリア材料の厚さの下端の少し前で終端し、したがって、非常に薄い材料ブリッ
ジを残す。正方形の隅が、下にあるバリアフィルム３１、すなわち、アルミニウムまたは
ＥＶＯＨフィルムに到達することなく、キャリア材料３０の下端まで同じく伸びる対角線
の切り口４５に接続され、その結果、バリアフィルムは無傷のままであり、酸素、水蒸気
、およびＵＶのバリアとしての機能を説明することができる。これらの切り口４５は弱化
線を、以下に示すように、シール１５がこれらの弱化線に沿って正確に破断されるように
形成する。切り口または弱化線４５はまた、以下に示すように、十字形および正方形とは
別の、異なる形状を有してもよい。シール１５は、上部１３がひっくり返され、かつシー
ル１５で封止または溶接されたときに、突出部１２（図１）の上に加えられる。凸状の上
側１３は、閉止キャップ１上のボス９が突出するように設定される中央の凹所１１を有す
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る。封止蓋１の下方縁部上に、連続する薄くなった部分５またはいくつかの材料バリア２
１の上に形成された保証バンド３を示す。後で閉止キャップ１を回して開けるときに、薄
くなった部分５が剪断される、または所定の破断地点を提供する材料ブリッジ２１が破断
し、回して開けるために閉止キャップ１をトリガする。
【００１３】
　図３の詳細Ａは、閉止キャップ１内にカプセル２を保持するための第１の解決策を示す
。ドーム４の下面上で下方に突出する肩部分１０にカプセル２を取り付けるために、この
解決策では、肩部分１０は、その外縁上に閉止具まで軸方向に伸びる、垂直に突出する壁
取付具１７を備える。カプセル２を挿入後、壁取付具１７は、小さな弯曲した矢印で示す
ように、閉止装置の中央に向けて内側に暖かい状態で折りたたまれ、シール１５の上に押
しつけられ、冷却される。そのときから、カプセル２は圧着加工１４により閉止装置１内
に確実に固定される。一代替形態として、詳細な解決策Ｂで示すように、形成された複数
のあご部４３が壁取付具１７の外周に沿って分散させられてもよい。このとき、カプセル
２は、その縁部がこれらのあご部４３の中にカチッとはまり、それによりこの位置に確実
に保持される。
【００１４】
　図４には、圧迫面６を下に押しつけた後の閉止装置が断面斜視図で示されている。下方
軸方向に圧迫面６を、したがって、押しボタン４を下に押しつけることにより、ボス９は
挿入されたカプセル２の上側１３で、下にある凹所１１を押す。したがって、カプセル２
の内容物が、カプセル２の下面を内側から、すなわち、シール１５を内側に向かって押し
つける。圧力が十分に増大した場合、シール１５は伸張応力のために弱化線４５（図２）
に沿って破断して、または裂けて、カプセル内容物がカプセルから下方に完全に落ちる。
【００１５】
　図５は、図１～図４に示すような前記閉止装置上で不正開封防止保証を与えるための第
１の解決策を示す。実際には、閉止キャップ１が図１～図４に示すように提供されるとき
、自由にアクセス可能な圧迫面６をだれでも下方に押しつけることができ、カプセル２の
内容物をボトル内容物の中に排出する。このように圧迫面６を押しつけることが悪意で行
われる場合がある。すなわち、単なる悪ふざけとして、棚の上に一列に並んだボトル内の
圧迫面６をだれかが容易に下に押しつけることができる。そのようないたずらの禁止は比
較的不十分である。このいたずらを回避するために、図示する閉止キャップ１は、その縁
部上に蝶番式の手法で形成される蓋１８を有する。蓋１８は、その外縁上に、すなわち、
ヒンジ１９に関して反対側の蓋１８の側面上に、カチッと閉まる要素の役割を果たす爪２
０を備える。蓋１８が閉止キャップ１上で傾けられ、かつ下方に回転させられた場合、爪
２０は、閉止キャップ１上に形成されたストリップ２１上の窓２２の中にフックで留まる
。その後、蓋１８は回転して開いた位置になることができ、ストリップ２１が閉止キャッ
プ１からすでにもぎ取られていたときだけ、押しボタン４、および押しボタン４の圧迫面
６へのアクセスをトリガする。この目的を達成するために、薄くなった部分２３を介して
閉止キャップ１の上部外縁上にストリップ２１が形成される。ストリップ２１はグリップ
タブ２４で把持され、閉止キャップ１の外周に沿ってもぎ取られることができ、薄くなっ
た部分２３を破断する。そのようなストリップ２１を不注意に廃棄することを防止するた
めに、薄くなった部分２３は、ストリップ２１の一部の長さに提供されてもよく、その結
果、ストリップは、部分的に裂かれた後、閉止キャップ１上に確実に保持され、それにも
かかわらず爪２０をトリガし、その結果、蓋１８は回転させられ開いた位置になることが
できる。閉止解決策全体は本質的に３つの部品から、すなわち、必要であれば不正開封防
止保証のために一体化して形成された蓋１８を有する蓋キャップ１、次いで、２つの部品
、すなわち、カップ形の射出成形部品としてのドーム状の上側１３、およびカプセルを閉
じるためのシール１５からさらに構成される、別個に充填可能なカプセル２、したがって
、全部でただ３つの部品だけから構成される。
【００１６】
　図６は、不正開封防止保証の第２の変形形態を示し、閉止キャップ１の上側に、アルミ
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ニウムまたはＥＶＯＨフィルム３３が、詳細には閉止キャップ１の縁部領域３５に沿って
接着され、その結果、圧迫面６に載る。最初に使用するとき、すなわち、押しボタンを下
に押しつけるとき、このフィルム３３は破壊され、したがって、不正開封防止保証の役割
を果たす。しかしながら、同時に、これは非常に重要なことであるが、このフィルム３３
はまた、閉止装置の上側で酸素、水蒸気、およびＵＶ放射に対するバリアの役割を果たし
、その結果、内側のカプセルおよびカプセルの内容物が、酸素、水蒸気、およびＵＶ放射
から同じく保護される。
【００１７】
　押しボタンによりトリガされることができるこの充填可能な閉止装置の特に洗練され効
率的な、すなわち、費用効果が高いにもかかわらず技術的に極めて効果的な実施形態を図
７に示す。この場合、閉止キャップの蓋の下面上に、下方縁部３７上でシール１５が封止
される円筒形の壁３６が形成されるという点で、閉止キャップ１自体がカプセル２を形成
する。閉止キャップの蓋の下面の中央に、この場合、４本の下方を向く脚部３９を有する
スツールのような形状を有する圧迫要素３８が位置決めされる。これらの脚部はその下端
で、正確に配置された事前切込みによりすでに弱くなった、シール１５上の目標地点を押
しつける。図１１および図１２は、事前切込みの機能を示す。シール１５は、キャリア材
料３０、アルミニウムまたはＥＶＯＨからなるフィルムから作られたバリアフィルム３１
、およびシール１５の縁部の周りで上方に圧着し、かつ上からシール１５の縁部領域に載
る封止フィルムまたはＰＥ積層３２から構成される。このとき、このシール１５は、カプ
セル２を充填した後、円筒形の壁３６の縁部３７上で、閉止キャップ１がひっくり返され
た位置で直接封止されることができる。閉止キャップ１の上側でアルミニウムまたはＥＶ
ＯＨフィルムが閉止キャップ１に依然として密着している場合、カプセルの内容物は密封
するように封入され、酸素、水蒸気、およびＵＶ放射が入り込まないように保護される。
これらの物質またはＵＶ放射が径方向に入り込むのを、ねじ込み式キャップ、容器連結部
、およびカプセルの円筒形の壁の材料の厚さのために妨げることができる。したがって、
同時に、すでに示したように、不正開封防止保証が得られる。閉止装置のこの実施形態は
また、経済的観点からも非常に興味を起こさせる。この実施形態は別個に製造されたカプ
セルを必要とせず、これによりコストが低減される。さらに、カプセルの密閉性が非常に
優れている。酸素、水蒸気、およびＵＶ放射に対する上部封止も必要とされる場合、カプ
セル機能を有する閉止装置全体が、２つの構成要素、ならびに閉止装置の蓋上の任意選択
のフィルムだけから構成される。
【００１８】
　図８は、事前切込みの一例を、すなわち、馬蹄形切り口２７を示す。この切り口２７の
両端部が直線の切り口２６によって接続される。したがって、圧迫要素３８が、ほぼこの
面上の地点２５で、切り口２７により構成される馬蹄の前方の領域内で作動しなければな
らない。この地点２５に圧力が加えられた場合、切り口に関して横断する方向に切り口の
下で大きな応力を発生させる大きなてこの力が生成されるように、キャリア材料３０の厚
さが幾何形状により影響を受け、その結果、下にあるフィルム３１が、正確にその位置で
裂けて開き、次いで、馬蹄形切り口線２７に沿って切られ、一方では、この線により取り
囲まれた馬蹄形タブが直線の切り口線２６を軸に下方に回転させられる。このとき、線２
６に沿った破断していないフィルムがヒンジとして機能する。
【００１９】
　図９は、直線の切り口２６、４５を有する事前切込みの一例を示す。正方形がこれらの
直線の切り口２６で切って作られる、またはキャリア材料３０がほとんど端から端まで切
られる。このとき、対角線４５もまたほとんど端から端まで切られる。圧迫要素３８を当
てなければならず、圧力を受けなければならない地点２８が、対角線４５が交差する地点
の近くにある。この場合もまた、厚いキャリア材料３０のてこの動作のために、引っ張ら
れる地点２８に対する圧力が、切り口線４５の下で切り口線４５に対して横方向に大きな
引張力を生成し、下にあるフィルム３１、３２がこれらの対角線の切り口に沿って破断さ
れる。シール１５内の切られて開いた三角形のセグメントが、直線２６を中心に下方に回
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転させられ、カプセルの内容物排出を確実に行う。
【００２０】
　図１０は、直線の切り口２６、および弯曲した切り口２７を有する事前切込みの他の一
例を示す。圧迫要素３８のための圧点２９が線に沿って位置決めされる。押しつけること
により、シール１５は、最初、曲がりくねった線２７に沿って、したがって、半円形の切
り口線３４に沿って破断し、一方では、直線の切り口線２６に沿った破断しないフィルム
がヒンジの役割を果たす。曲がりくねった線２７の両側で切って作られた部品が切り口線
２６を中心に下方に折りたたまれ、カプセルの内容物の完全な排出を確実にする。
【００２１】
　図１１は、図８の破線Ａ－Ａに沿ってシール１５を通る横断面を示す。シール１５は積
層物から構成される。一番上のレベルで、カプセルに向かって内側に向かう積層物は、た
とえば、厚紙製ディスク、プラスチック製ディスク、または木材単板製ディスクから構成
される。この積層物上に、バリアフィルム３１、すなわち、アルミニウムフィルムまたは
ＥＶＯＨフィルムが、たとえば下面上に接着される。一番下のレベルに、シールは封止塗
料３２またはＰＥ積層を備える。この塗料またはＰＥ積層３２は、縁部の周りで上向きの
フランジであり、この塗料またはＰＥ積層３２の縁部の周りにシール１５を備え、シール
１５の縁部領域４０の上側に載る。
【００２２】
　図１２は、馬蹄形タブがその前方領域内で圧迫要素３８により圧力を受けるとき、シー
ル１５がどのように穴を開けられるかを示す。バリアフィルム３１、すなわち、たとえば
アルミニウムまたはＥＶＯＨフィルムの、事前切込み２７により弱くなった薄い部分が穴
を開けられ、タブはヒンジ線２６を中心にして下方に回転させられる。
【００２３】
　図１３は、直線の切り口線２６に沿って形成されたヒンジ２６を中心にした馬蹄形タブ
のこの回転を示し、一方では、タブはシール１５から切り口線２７に沿って分離されてい
る。圧迫要素３８がタブを下方に回転させ、次いで、タブをこの傾いた位置に保持し、そ
の結果、タブが回転して戻ることができず、その結果、カプセルの内容物が完全に排出さ
れることができる。
【００２４】
　図１４は、特殊な圧迫要素３８を有する閉止キャップの他の一変形形態を示す。この要
素はＶ字形横断面を有する。これは、壁４２に似た２つの脚部が形成されることを意味し
、これらの脚部は、その長さに沿ってカプセル２の底部に固定して一体化して接続される
。このＶ字形圧迫要素３８の、下方を向く、閉止キャップ１上の固定されていない縁部４
３が、両方の壁４２が互いに交わる地点３９に向けて立ち上がる。このようにして、非常
に安定した刺す圧点３９が形成される。この圧迫要素３８は、その構成のために特に安定
している。圧迫要素３８がその下に位置決めされたフィルム上で上から押すことにより押
しつけられた場合、フィルムが弱化線を備えていても備えていなくても、圧迫要素地点３
９が最初にフィルムを刺し、または破断し、次いで、壁４２の上方の縁部４３が、対向す
る開放されたフィルム上で作動し、カプセルの内容物排出を確実にするために、フィルム
を下方に折りたたむ。
【００２５】
　図１５は、図１４のこの閉止キャップを通る直径に沿った断面図を示す。押しボタン４
がその壁の中に、内側に向かって弯曲した外周の溝４４を有することを理解することがで
き、この溝４４は、圧迫面６を押しつける場合に押しボタン４がつぶれるのを容易にし、
支援する。明らかに、押しボタンの壁はまた、複数のそのような溝４４を、外側に弯曲し
た溝でさえ備えてもよい、または壁はまた、曲がりくねった線または蛇腹を径方向に形成
してもよい。
【符号の説明】
【００２６】
　１　閉止キャップ
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　２　カプセル
　３　１の下方にある外周バンド（保障バンド）
　４　閉止キャップ上の押しボタン
　５　薄くなった部分
　６　押しボタン上の圧迫面
　７　閉止キャップの内側のねじ山
　８　閉止キャップの上側の凹所
　９　圧迫面の下方にあるボス
　１０　押しボタン上の肩部分
　１１　カプセル２の頂点にある凹所
　１２　別個のカプセル上の平坦な放射状の突出部
　１３　別個のカプセルのドーム状の上側
　１４　挿入可能なカプセル上のフランジング
　１５　カプセル用のシール
　１６　材料ブリッジ
　１７　ヒンジ
　１８　ヒンジ
　１９　ヒンジ
　２０　爪
　２１　ストリップ
　２２　窓
　２３　薄くなった部分
　２４　グリップタブ
　２５　加圧部分
　２６　直線の切り口
　２７　弯曲した切り口
　２８　正方形内の地点
　２９　曲がりくねった線にある圧点
　３０　キャリア材料シール１５
　３１　バリアフィルム、たとえば、アルミニウムまたはＥＶＯＨフィルム
　３２　封止塗料またはＰＥ積層
　３３　閉止キャップの蓋上にあるＥＶＯＨフィルムの上側
　３４　半円形の切り口（図１０）
　３５　閉止キャップ上の縁部の上側
　３６　閉止キャップ内の内側にある円筒形の壁
　３７　円筒形の壁の縁部
　３８　圧迫要素
　３９　スツールのような圧迫要素上の脚部
　４０　シール１５の縁部領域
　４１　材料ブリッジ
　４２　Ｖ字形圧迫要素の壁
　４３　Ｖ字形圧迫要素の固定されていない縁部
　４４　押しボタンの壁の中にある弯曲した溝
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月18日(2016.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置であって、
　容器のねじ込み式連結部に回してはめ込むことができる閉止キャップ（１）を備え、前
記閉止キャップが、底部で開いている、または別個の充填可能なカプセル（２）が挿入さ
れることができる充填可能なカプセル（２）を、下方を向く前記カプセル（２）のシール
（１５）を有して形成され、
　前記閉止キャップ（１）の下面上に、軸方向下方に突出する圧迫要素（３８）が前記カ
プセル（２）の前記シール（１５）を押しつけるために形成され、
　前記閉止キャップ（１）内の前記圧迫要素（３８）が前記閉止キャップ（１）の回転軸
に垂直なＶ字形横断面を有し、その結果、２つの壁（４２）が、それらの長さに沿って前
記カプセル（２）の底部と一体化して形成される脚部として形成されるという点で、およ
びＶ字形横断面を有するこの圧迫要素（３８）の下向きの固定されていない縁部（４３）
が、前記両方の壁が交わる地点（３９）の中で終端するという点で、または代わりに前記
圧迫要素（３８）が、前記回転軸に垂直な軸を中心に、傾いた状態で回転するように前記
閉止キャップ上に形成され、下方に突出する地点を形成し、その結果、両方の変形形態で
、前記圧迫要素（３８）を下に押しつけることで、下にあるフィルムが最初に前記地点（
３９）により穴を開けられる、または破断されて開き、次いで、前記圧迫要素（３８）に
より折りたたまれることができるという点で、前記カプセル（２）の上側（１３）が変形
可能なように設計され、軸方向下方に押しつけられることができ、その結果、下方を向く
前記カプセル（２）の前記シール（１５）が、軸方向下方に押しつけられる動作により破
断され、または破裂して開くことができ、
　前記シール（１５）が、前記カプセル（２）の外部に隣接する、酸素、水蒸気、および
ＵＶ放射のバリアとしてバリアフィルム（３１）を有する、少なくとも０．２ｍｍの厚さ
のキャリア材料（３０）を備える積層物から作られ、このバリアフィルム（３１）上で、
塗料またはＰＥ積層により形成された封止層（３２）が噴霧、または積層され、前記封止
層（３２）が、前記シール（１５）をその外縁で前記バリアフィルム（３１）の縁部およ
び前記キャリア材料（３０）の縁部の周りで圧着し、前記封止層（３２）上で、前記カプ
セル（２）に関して前記キャリア材料（３０）の内側に、前記封止層（３２）が前記カプ
セル縁部に封止されることができる外周の縁部を形成すること、および前記キャリア材料
（３０）が、前記キャリア材料（３０）をほぼ端から端まで切るが、前記隣接するフィル
ム（３１、３２）を無傷のままにしておく切り口（２６、２７、４５）の形をとる事前切
込みを有することを特徴とする内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充
填可能な閉止装置。
【請求項２】
　前記押しボタン（４）の前記壁が、前記圧迫面（６）を押すことにより前記押しボタン
（４）がつぶれるのを支援する、または容易にするために、内側または外側に弯曲した少
なくとも１つの外周の溝（４４）を有することを特徴とする、請求項１に記載の内容物排
出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項３】
　前記押しボタン（４）の前記壁が、複数の溝（４４）を通る径方向の曲がりくねった線
を形成する、または前記壁が蛇腹の形をとることを特徴とする、請求項１に記載の内容物
排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
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【請求項４】
　前記閉止キャップ（１）が、前記閉止キャップ（１）の蓋の下面上に円筒形の壁（３６
）を形成し、かつひっくり返された位置にある前記充填されたカプセル（２）が前記円筒
形の壁（３６）の下方縁部（３７）上で封止されることができる前記シール（１５）によ
り閉止されることができるという点で、前記カプセル（２）が前記閉止キャップ（１）自
体により形成されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の内容物排出
工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項５】
　前記閉止キャップ（１）の前記蓋の外側に、アルミニウムまたはＥＶＯＨフィルム（３
３）が前記蓋の縁部エリア（３５）に沿って接着され、その結果、このフィルム（３３）
が、前記圧迫要素（３８）の前記圧迫面に載り、不正開封防止保証を同時に形成するとい
う点で、前記カプセル（２）が、前記閉止キャップ（１）の前記蓋により形成された前記
カプセル（２）の側面で、酸素、水蒸気、およびＵＶ放射が入り込まないように保護され
ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガする
ための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項６】
　前記閉止キャップ（１）の前記蓋の前記下面上の前記圧迫要素（３８）が前記カプセル
（２）の前記上側にぴったり合い、かつ前記シール（１５）上の選択された圧点の方向を
向くように、前記カプセル（２）が、前記閉止キャップ（１）の中に下から挿入されるこ
とができ、かつ前記ひっくり返された位置にある前記カプセル（２）の上側を変形させる
、別個に製造され充填されたカプセル（２）であることを特徴とする、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉
止装置。
【請求項７】
　前記シール（１５）が、厚紙製ディスク、プラスチック製ディスクの形をとるキャリア
材料（３０）から構成される積層物から作られ、前記ディスクが前記バリアフィルム（３
１）上に接着されること、および前記バリアフィルム（３１）上に、封止塗料またはＰＥ
積層（３２）が噴霧または積層され、この封止塗料または前記ＰＥ積層（３２）が前記シ
ール（１５）の前記外縁を圧着し、前記シール（１５）の前記縁部領域（４０）上の上側
に載り、それにより、前記カプセル（２）で封止されることができることを特徴とする、
請求項１～６のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有
する充填可能な閉止装置。
【請求項８】
　前記シールの前記キャリア材料（３０）が正方形、およびこの正方形の内側の対角線を
形成する事前切込みを形成し、その結果、前記正方形の辺に沿って離れて旋回させられる
ことができる４つの三角形が形成されることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項
に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉止装置。
【請求項９】
　前記シール（１５）の前記キャリア材料（３０）が、馬蹄形切り口（２７）、ならびに
前記馬蹄形切り口（２７）の両端を接続する直線の切り口（２６）から構成される事前切
込みを有し、この切り口（２６）に沿った前記材料が、前記外に断裂した馬蹄形タブから
離れて回転する場合、ヒンジの役割を果たすように構成されることを特徴とする、請求項
１～７のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充
填可能な閉止装置。
【請求項１０】
　前記シール（１５）の前記キャリア材料（３０）が、前記シール（１５）の前記縁部に
沿ったほぼ完全な円形の切り口（３４）から構成される事前切込み（２６、２７、４５）
を有し、この切り口（３４）が前記円の両側でそれぞれの直線の割線切り口（２６）を形
成し、前記封止フィルム（１５）の中央で前記両方の直線の割線切り口（２６）に関して
平行な方向に、前記直径に沿った線に沿って伸びる曲がりくねった線（２７）が切って作
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られ、その結果、前記曲がりくねった線（２７）の前記両側の両方の半分が前記割線切り
口（２６）を中心にして離れて回転させられることができることを特徴とする、請求項１
～７のいずれか一項に記載の内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填
可能な閉止装置。

ＰＣＴ第１９条に従った宣言

　文献Ｄ１の米国特許出願公開第２０１１／１７４６４２（Ａ１）号明細書が、当初特許
請求されたように、内容物排出工程をトリガするための押しボタンを有する充填可能な閉
止装置を開示している。この閉止装置とは反対に、本閉止装置は、閉止装置自体が、すな
わち、閉止装置の閉止キャップが、下面上に開いたカプセル（２）を形成する場合、また
は閉止装置が、別個に充填可能なカプセル（２）が閉止装置の中に下から挿入されること
ができる一実施形態で２つの部品だけから構成される場合、一体化して形成されるという
利点を有する。この充填可能な閉止装置は、詳細には、酸素、水蒸気、およびＵＶ放射を
全く通さない、一体化されたバリアフィルム（３１）を有するシール（１５）により閉止
されることができるカプセル（２）を提供する。この場合、この密閉性にもかかわらず、
シールが圧迫要素により刺され、次いで、切られて開き、離れて折りたたまれることがで
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きるようなシールをそのような方法で提供することが課題である。しかしながら、この密
閉性にもかかわらず、それ自体に一体化されたバリアフィルム（３１）を有する特許請求
のシール（１５）は、変形可能なカプセル（２）、およびカプセル（２）上に形成され、
かつ閉止装置上で押しつけられる、または下方に回転させられることができる圧迫要素（
３８）によって、確実に破断される、または破裂して開くことができる。この密閉性、お
よびフィルム（３１）を開けることもまた確実にするために、シール（１５）は、少なく
とも０．２ｍｍの厚さを有するキャリア材料（３０）から構成される。カプセル（２）に
関してキャリア材料（３０）上で、外側に接続されるバリアフィルム（３１）が酸素、水
蒸気、およびＵＶ放射に対するバリアの役割を果たし、このバリアフィルム（３１）上に
、塗料またはＰＥ積層から構成される封止層（３２）が塗布または積層される。外縁上で
、シール（１５）がバリアフィルム（３１）の縁部およびキャリア材料（３０）の縁部の
周囲で圧着され、したがって、カプセルの縁部で同じく封止される。確実に開けるために
、キャリア材料（３０）は、キャリア材料（３０）をほぼ端から端まで切るが、隣接する
フィルム（３１、３２）を無傷のままにしておく切り口（２６、２７、４５）により形成
される事前切込み（２７）を備える。補正された請求項１は、この封止構造を考慮に入れ
、元の請求項４の特徴に限定される。元の請求項６、７、ならびに１０～１４の目的が、
従属クレームで依然として特許請求される。
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【要約の続き】
の縁部およびキャリア材料（３０）の縁部の周りで、シール（１５）の上に圧着する。圧着により、シール（１５）
がカプセル（１３）に関してキャリア材料（３０）の内側でカプセル縁部に封止され、かつカプセル（１３）に載る
ことができる外周の縁部が形成される。キャリア材料（３０）は、キャリア材料（３０）をほぼ端から端まで切るが
、付着したフィルム（３１、３２）を無傷のままにしておく切り口の形をとる事前切込みを有する。
【選択図】図１
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